
別表一の記載の仕方 
 

１ この申告書は、内国法人が法人税、地方法人税及

び防衛特別法人税の確定申告若しくは仮決算による

中間申告又はこれらの申告に係る修正申告をする場

合に記載します。 

２ 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法

人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法

人名を記載します。なお、納税地と本店又は主たる

事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は

主たる事務所の所在地を記載します。 

３ 「事業年度分の法人税   申告書」、「課税事業

年度分の地方法人税   申告書」及び「課税事業

年度分の防衛特別法人税   申告書」の空欄は、

確定申告をする場合には「確定」と、仮決算による中

間申告をする場合には「中間」と、それぞれ記載し、

修正申告をする場合には「修正確定」又は「修正中間」

と記載します。なお、期限後申告をする場合には、そ

の旨を併せて記載します。 

４ 「この申告書による法人税額の計算」、「法人税額

の計算」及び「この申告が修正申告である場合の計

算」の各欄の記載に当たっては、次によります。 

⑴ 「税額控除超過額相当額等の加算額４」の欄は、

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める

金額（次に掲げる場合のうち２以上の場合に該当

する場合には、当該２以上の場合の区分に応じそ

れぞれ次に定める金額の合計額）を記載します。 

イ 別表六(二)付表六「７の計」の欄に金額の記載

がある場合 当該金額 

ロ 別表六(九)付表「40」若しくは「45」、別表六

(十)付表一「29」若しくは「34」又は別表六(十

二)付表二「19」若しくは「24」の各欄に金額の

記載がある場合 その記載された金額の合計額 

ハ 当該事業年度において措置法第42条の14第１

項｟通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場

合等の法人税額｠（震災特例法第17条の５第１

項｟通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場

合等の法人税額｠の規定により読み替えて適用

する場合を含みます。ハにおいて同じです。）の

規定の適用がある場合 措置法第42条の14第１

項の規定により法人税の額に加算される金額 

ニ 当該事業年度において措置法第42条の14第４

項の規定の適用がある場合 同項の規定により

法人税の額に加算される金額 

ホ 別表六(三十)「31」の欄に金額の記載がある場

合 当該金額 

⑵ 「法人税額計９」の欄は、措置法第62条第１項｟

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例｠に規

定する使途秘匿金の支出がある場合には、当該使

途秘匿金の支出の額の100分の40に相当する金額

を「法人税額計９」の欄の上段に外書として記載し

ます。この場合、「控除税額12」及び「差引所得に

対する法人税額13」の各欄の記載に当たっては、

「法人税額計９」の欄で外書きした金額を「９」に

含めて計算します。 

⑶ 「所得税の額16」の欄の記載に当たっては、別表

六(一)「６の③」の欄に内書きした金額がある場合

には、当該金額を「別表六(一)「６の③」」の金額

から控除した金額を記載します。 

⑷ 「所得税額等の還付金額21」の欄は、仮決算によ

る中間申告をする場合において、法第78条｟所得

税額等の還付｠の規定による還付を受けようとす

るときは、「所得税の額16」の金額、「控除しきれ

なかった金額20」の金額又は別表七(一)「13の③」

の金額のうち、いずれか少ない金額を記載します。 

⑸ 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額23」から

「この申告が修正申告である場合のこの申告によ

り納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額

25」まで、「還付金額85」及び「この申告により納

付すべき法人税額又は減少する還付請求税額86」

の各欄の外書には、法第80条｟欠損金の繰戻しに

よる還付｠の規定により還付の請求をした法人税

の額で還付されていないものがあるときに、その

還付金の額を記載します。 

⑹ 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額23」及び

「還付金額85」の各欄は、修正申告をする場合にお



いて、法第80条第10項の規定により還付する金額

に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金

の額を含めて記載します。 

⑺ 「⑴のうち中小法人等の年800万円相当額以下の

金額74」の欄は、次に掲げる法人が記載します。こ

の場合において、法第66条第６項｟各事業年度の

所得に対する法人税の税率｠に規定する中小通算

法人に該当する内国法人（当該事業年度が当該内

国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終

了するものに限ります。）にあっては「(⑴と800万

円× ／12のうち少ない金額）又は」を消し、その

他の内国法人にあっては「又は（別表一付表「５」)」

を消します。 

イ 内国法人である普通法人（法第66条第２項又

は第６項の規定の適用を受けるものに限りま

す。）、公益法人等（次に掲げる法人のうち同条

第２項の規定の適用を受けるものに限ります。）

及び人格のない社団等 

（イ） 法第66条第１項に規定する一般社団法人等 

（ロ） 地方自治法第260条の２第７項｟地縁による

団体｠に規定する認可地縁団体、建物の区分

所有等に関する法律第47条第２項｟成立等｠

に規定する管理組合法人及び同法第66条｟建

物の区分所有に関する規定の準用｠の規定に

より読み替えられた同項に規定する団地管理

組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等

に対する法人格の付与に関する法律第７条の

２第１項｟変更の登記｠に規定する法人であ

る政党等、密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律第133条第１項｟法人

格｠に規定する防災街区整備事業組合、特定

非営利活動促進法第２条第２項｟定義｠に規

定する特定非営利活動法人並びにマンション

の再生等の円滑化に関する法律第５条第１項

｟マンション再生事業の施行｠に規定するマ

ンション再生組合、同法第109条｟マンション

等売却事業の実施｠に規定するマンション等

売却組合、同法第163条の２｟マンション除却

事業の実施｠に規定するマンション除却組合

及び同法第164条｟敷地分割事業の実施｠に

規定する敷地分割組合 

ロ 公益法人等（イ（イ）及び（ロ）に掲げる法人を除き

ます。）、協同組合等及び措置法第67条の２第１

項｟特定の医療法人の法人税率の特例｠の規定

の適用を受ける医療法人のうち、措置法第42条

の３の２｟中小企業者等の法人税率の特例｠の

規定の適用を受けるもの 

⑻ 「⑴のうち特例税率の適用がある協同組合等の

年10億円相当額を超える金額75」の欄は、措置法第

68条｟特定の協同組合等の法人税率の特例｠の規

定の適用を受ける協同組合等が記載します。 

⑼ 「(74)の15％、17％又は19％相当額77」の欄の記

載に当たっては、次に掲げる法人の区分に応じそ

れぞれ次に定めるところによります。 

イ ⑺イに掲げる法人 措置法第42条の３の２の

規定の適用を受ける場合において「所得金額又

は欠損金額１」の欄の金額が10億円（当該事業年

度が１年に満たない場合（措置法第66条の11の

３第４項｟認定特定非営利活動法人に対する寄

附金の損金算入等の特例｠の規定の適用を受け

る場合を除きます。）には、10億円を12で除し、

これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金

額。イ及びロにおいて同じです。）以下であると

きは「、17％又は19％」を消し、措置法第42条の

３の２の規定の適用を受ける場合において同欄

の金額が10億円を超えるときは「15％、」及び「又

は19％」を消し、その他の場合には「15％、17％

又は」を消します。 

ロ ⑺ロに掲げる法人 「所得金額又は欠損金額

１」の欄の金額が10億円以下である場合には「、

17％又は19％」を消し、その他の場合には「15％、」

及び「又は19％」を消します。 

⑽ 「（76）の19％又は23.2％相当額79」の欄は、公益

法人等（⑺イ（イ）及び（ロ）に掲げる法人を除きます。）、

協同組合等及び措置法第67条の２第１項の規定の

適用を受ける医療法人にあっては「又は23.2％」を



消し、その他の内国法人にあっては「19％又は」を

消します。 

５ 「この申告書による地方法人税額の計算」及び「こ

の申告が修正申告である場合の計算」の各欄の記載

に当たっては、次によります。 

⑴ 「所得の金額に対する法人税額28」の欄は、措置

法第42条の14第１項又は第４項（措置法第42条の

12の６第６項及び第７項｟生産工程効率化等設備

を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別

控除｠に係る部分に限ります。）の規定の適用があ

る場合には、当該規定により法人税の額に加算さ

れる金額の合計額を「(2)－(3)＋(4)＋(6)＋(9の

外書)」から控除して計算します。 

⑵ 「計43」の欄の外書には、法第80条第９項の還付

請求書を提出する場合に、同条第１項に規定する

還付所得事業年度に該当する課税事業年度の地方

法人税法第23条第１項｟欠損金の繰戻しによる法

人税の還付があった場合の還付｠に規定する確定

地方法人税額のうち、法第80条第１項（同条第４項

又は第５項において準用する場合を含みます。）の

規定による請求により還付を受けようとする法人

税の額に係る金額を記載します。なお、修正申告を

する場合において、当該金額が減少するときはそ

の減少後の金額を記載し、既に地方法人税法第23

条第１項の規定により還付を受けた金額に係る還

付加算金があるときは当該還付加算金の額のうち

当該減少後の金額に係る金額を含めて記載します。 

⑶ 「欠損金の繰戻しによる還付金額89」の欄は、地

方法人税法第23条第１項の規定により還付を受け

た金額に係る還付加算金があるときは、当該還付

加算金の額を含めて記載します。 

６ 「この申告書による防衛特別法人税額の計算」の

各欄の記載に当たっては、次によります。 

⑴ 「所得の金額に対する法人税額45」の欄は、措置

法第42条の14第１項又は第４項（措置法第42条の

12の６第６項及び第７項に係る部分に限ります。）

の規定の適用がある場合には、当該規定により法

人税の額に加算される金額の合計額を「(2)－(3)

＋(4)＋(6)＋(9の外書)」から控除して計算します。 

⑵ 「基礎控除額47」及び「基礎控除残額48」の各欄

は、当該法人が通算法人である場合（当該課税事業

年度が当該法人に係る通算親法人の課税事業年度

終了の日に終了する課税事業年度である場合に限

ります。）には「(500万円× ／12)又は」及び

「((47)－(45))又は」を消し、その他の場合には

「又は(別表一付表｢９｣)」及び「又は(別表一付表

｢13｣)」を消します。 

⑶ 「計62」の欄の外書には、法第80条第９項の還付

請求書を提出する場合に、同条第１項に規定する

還付所得事業年度に該当する課税事業年度の我が

国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源

の確保に関する特別措置法（以下⑶及び⑷におい

て「特別措置法」といいます。）第33条第１項｟欠

損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の

還付｠に規定する確定防衛特別法人税額のうち、

法第80条第１項（同条第４項又は第５項において

準用する場合を含みます。）の規定による請求によ

り還付を受けようとする法人税の額に係る金額を

記載します。なお、修正申告をする場合において、

当該金額が減少するときはその減少後の金額を記

載し、既に特別措置法第33条第１項の規定により

還付を受けた金額に係る還付加算金があるときは

当該還付加算金の額のうち当該減少後の金額に係

る金額を含めて記載します。 

⑷ 「欠損金の繰戻しによる還付金額65」の欄は、特

別措置法第33条第１項の規定により還付を受けた

金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加

算金の額を含めて記載します。

 


